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ペットボトルの収集が

7 月から毎週 1 回になります
ごみ全体の排出量が減少する中、ペットボトルの排出量は増加しています。令和8年7月から、市内全域で
ペットボトルの収集回数を隔週1回から毎週1回とすることで、市民の利便性向上を図ります。

お問い合わせ／ごみ総合対策課（TEL：0422-60-1802）

きれいに出すと市の収入に

異物を除去する中間処理の後にベール化（圧縮して梱包するこ
と）されたペットボトルは、（公財）日本容器包装リサイクル協
会を通じて入札にかけられ落札された後、再資源化事業者に
よって新しいペットボトルなどに生まれ変わります。
皆さんが資源物として出しているペットボトルは有価物として
扱われており、市の収入となっています。ベールの状態が良い

（異物がない）と落札額が高くなります。“キャップとラベルを
外す⇒軽くゆすぐ”、これだけで市の収入を増やすことができ
ます。ぜひ皆さんのご協力をお願いします。

ペットボトルを出すときのお願い

集めたペットボトルは、ごみ袋を破き、ベルトコンベヤーに載
せて手選別で異物を取り除きます。しかしペットボトルにびん
や缶が混じっていることが多く、異物を取り切れないこともあ
ります。キャップとラベルも異物扱いです。キャップとラベル
を外し、中を軽くゆすいでください。

ペットボトルに混入した缶など

ペットボトル収集の様子

ペットボトルをリサイクルする過程で
市の収入となった金額

令和７年度：3705万3767円
令和６年度：3838万0063円
令和５年度：4082万6659円




